
電子カルテ情報共有サービス 

電子カルテ情報共有サービス 導入後変更点 
電子カルテ情報共有サービス導入後の Profit の操作の変更点についてご案内いたします。 

電子カルテ情報共有サービス導入後、以下の点について運用が変わります。 

 

顔認証リーダーの変更点 
顔認証リーダーのメッセージが変わります。 

 
上記画面のメッセージの文言が変わります。 

『診療』→『傷病名、感染症／診療』に変わります。 

  



電子カルテ情報共有サービス 

Profit の変更点 
●変更点１ 
オン資比較画面が変わります。 

 
『臨床情報閲覧同意』行が増えます。 

※手術情報、診療情報、健診情報のいずれかで患者様からの同意があった場合に、 

『有』と表示されます。 

『有』と表示された場合、『オン資履歴タブ』で臨床情報の取得を実施してください。 

 



電子カルテ情報共有サービス 

●変更点２ 

『オン資履歴タブ』に臨床情報の項目が追加されます。 

 
①『臨床情報要求期限』列が増えます 

 記載されている日時以内に臨床情報の取得を実施してください。 

②『臨床』ボタンが増えます 

 臨床情報を取得するボタンです。 

臨床情報を取得したい行を選択し、『臨床』ボタンをクリックします。 

 プレビュー画面が開き、PDF で臨床情報が表示されます。（変更点３を参照） 
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●変更点３ 

臨床情報プレビュー画面が増えます。 
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●変更点４ 

診療入力画面、『薬剤・特定健診』ボタンに、『臨床情報』ボタンが増えます。 

 
『臨床情報』ボタンをクリックすると、臨床情報の PDF が参照できます。（変更点３参照） 

 

※オン資履歴タブであらかじめ臨床情報の取得が必要です。 

※診療入力画面の『臨床情報』ボタンは、当日分のみ参照可能です。  
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Q&A 
Q. オンライン資格確認の健診情報との違いは? 

A. オンライン資格確認は特定健診のみ閲覧ができます。 

電子カルテ情報共有サービスは、特定健診及び若年層健診のデータが閲覧できます。 

 

Q. オンライン資格確認の薬剤情報との違いは? 

A. 電子カルテ情報共有サービスの場合は最新の薬剤情報のデータを閲覧可能です。 

 

Q. 電子カルテ情報共有サービスの取得方法は? 

A. 電子カルテ情報共有サービスは顔認証で同意をいただいた場合のみ取得可能です。 


